
■個人情報保護条例　集計表
統計の目的外規定の有無 個人情報の定義

○全自治体集計 ○全自治体集計

行ラベル データの個数 / 適用除外 行ラベル データの個数 / 個人情報定義

× 63 個人 91

× 63 生存する個人 30

○ 58 総計 121

△（提供） 34

△（利用） 1

○ 22

× 1

総計 121

○都道府県／政令市／中核市ごと集計 ○都道府県／政令市／中核市ごと集計

行ラベル データの個数 / 適用除外 行ラベル データの個数 / 個人情報定義

政令市 政令市

△（提供） 3 個人 14

○ 3 生存する個人 6

× 14 中核市

中核市 個人 45

△（提供） 17 生存する個人 9

○ 2 都道府県

× 35 個人 32

都道府県 生存する個人 15

△（提供） 14 総計 121

△（利用） 1

○ 17

× 15

総計 121

※本資料は、インターネット公開資料に基づき、地方公共団体職員が作成した資料（2018年10月作成）を水町にて一部編集した

もの。取扱いに当たっては、完全な精査ができていない可能性及び各自治体の条例が改正等で変更されている可能性があることにご留

意ください。



■個人情報保護条例（都道府県／政令市／中核市）

No 種類１ 種類２ 種類３ 団体名 個人情報定義 適用除

外

利用／提供 条例 条文 本人通

知

要配慮

個人情

非識別

加工
1 都道府県 北海道 北海道 北海道 個人 ○ △（提供） 第8条 (６)　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的

のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき、その他個人情報を提供することについて特別の理由

があるとき。

× ○ ×

2 都道府県 東北 青森県 青森県 個人 ○ △（提供） 第9条 四　前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の

理由のあるとき。

× ○ ×

3 都道府県 東北 岩手県 岩手県 個人 × × × ○ ×

4 都道府県 東北 宮城県 宮城県 個人 ○ ○ 第8条 (5) 専ら学術研究等の目的のために利用し，又は提供する 場合で，本人

の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

× ○ ×

5 都道府県 東北 秋田県 秋田県 個人 × × × × ×

6 都道府県 東北 山形県 山形県 個人 ○ ○ 第6条 (６)　専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合

で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

× × ×

7 都道府県 東北 福島県 福島県 生存する個人 ○ △（提供） 第7条 五　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理

由があるとき。

× ○ ×

8 都道府県 首都圏 茨城県 茨城県 生存する個人 ○ △（提供） 第9条 (4)　前3号に掲げる場合のほか，専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき，本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるとき，その他保有個人情報を提供することについて特別

の理由のあるとき。

× ○ ×

9 都道府県 首都圏 栃木県 栃木県 個人 ○ ○ 第7条 五　専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供するとき。 × ○ ×

10 都道府県 首都圏 群馬県 群馬県 個人 ○ △（提供） 第8条 8. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供すると

き。

× × ×

11 都道府県 首都圏 埼玉県 埼玉県 生存する個人 ○ △（提供） 第11条 四　前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつき特別の理

由があるとき。

× ○ ×

12 都道府県 首都圏 千葉県 千葉県 生存する個人 × × × ○ ×

13 都道府県 首都圏 東京都 東京都 生存する個人 ○ △（利用） 第10条 五　専ら学術研究又は統計の作成のために利用する場合で、本人の権利

利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

× × ×

14 都道府県 首都圏 神奈川県 神奈川県 生存する個人 ○ ○ 第9条 (６)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する

とき。

× ○ ×

15 都道府県 北陸 新潟県 新潟県 個人 × × × ○ ×

16 都道府県 北陸 富山県 富山県 個人 ○ △（提供） 第9条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× ○ ×
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■個人情報保護条例（都道府県／政令市／中核市）

No 種類１ 種類２ 種類３ 団体名 個人情報定義 適用除

外

利用／提供 条例 条文 本人通

知

要配慮

個人情

非識別

加工
17 都道府県 北陸 石川県 石川県 個人 ○ ○ 第6条 五　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供すると

き。

× × ×

18 都道府県 北陸 福井県 福井県 個人 ○ ○ 第8条 七　専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供する

とき。

× ○ ×

19 都道府県 中部圏 山梨県 山梨県 個人 ○ △（提供） 第10条 四　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供す

るとき。

× ○ ×

20 都道府県 中部圏 長野県 長野県 個人 ○ △（提供） 第5条 (８)　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的

のために記録情報を提供するときその他記録情報を提供することについて特

別な理由があると認められるとき。

○ ○ ×

21 都道府県 中部圏 岐阜県 岐阜県 個人 × × × ○ ×

22 都道府県 中部圏 静岡県 静岡県 生存する個人 ○ △（提供） 第11条 (4)　前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別

の理由があるとき。

× ○ ×

23 都道府県 中部圏 愛知県 愛知県 個人 ○ ○ 第7条 五　専ら学術研究を目的として利用し、又はその目的のために提供するとき。 × ○ ×

24 都道府県 中部圏 三重県 三重県 個人 × × × ○ ×

25 都道府県 近畿圏 滋賀県 滋賀県 生存する個人 ○ ○ 第8条 (5)　専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供す

る場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

× ×（個人

識別符

号あり）

×

26 都道府県 近畿圏 京都府 京都府 個人 × × × × ×

27 都道府県 近畿圏 大阪府 大阪府 個人 ○ ○ 第8条 五　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供すると

き。

× ○ ×

28 都道府県 近畿圏 兵庫県 兵庫県 個人 × × × × ×

29 都道府県 近畿圏 奈良県 奈良県 生存する個人 × × × × ×

30 都道府県 近畿圏 和歌山県 和歌山県 個人 × × × ○ ○

31 都道府県 中国 鳥取県 鳥取県 個人 × × × ○ ○

32 都道府県 中国 島根県 島根県 個人 × × × ×（個人

識別符

号あり）

×

33 都道府県 中国 岡山県 岡山県 生存する個人 ○ ○ 第5条 六　専ら統計の作成又は学術研究のために個人情報を利用し、又は提供

するとき、個人情報をその本人以外のものに提供することが明らかに本人の利

益になるときその他個人情報を利用し、又は提供することについて特別の理

由のあるとき。

× ○ ×

34 都道府県 中国 広島県 広島県 個人 ○ ○ 第6条 五 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供すると

き。

× × ×

35 都道府県 中国 山口県 山口県 生存する個人 ○ △（提供） 第6条 五　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供する場合であって、

本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。

× × ×

36 都道府県 四国 徳島県 徳島県 個人 × × × ○ ×
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■個人情報保護条例（都道府県／政令市／中核市）

No 種類１ 種類２ 種類３ 団体名 個人情報定義 適用除

外

利用／提供 条例 条文 本人通

知

要配慮

個人情

非識別

加工
37 都道府県 四国 香川県 香川県 個人 ○ △（提供） 第7条 （5）　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提

供するとき。

× ○ ×

38 都道府県 四国 愛媛県 愛媛県 生存する個人 × × × ○ ×

39 都道府県 四国 高知県 高知県 個人 × × × ○ ×

40 都道府県 九州 福岡県 福岡県 個人 ○ △（提供） 第5条 四　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。 × ×（個人

識別符

号あり）

×

41 都道府県 九州 佐賀県 佐賀県 個人 ○ ○ 第8条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために、当該実施機関内にお

いて利用し、又は当該実施機関以外のものに提供する場合で、本人の権利

利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

× ×（個人

識別符

号あり）

×

42 都道府県 九州 長崎県 長崎県 個人 ○ ○ 第8条 (4)　専ら学術研究又は統計の作成の目的で利用し、又は提供するとき。 × × ×

43 都道府県 九州 熊本県 熊本県 個人 ○ ○ 第8条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供すると

き。

× ○ ×

44 都道府県 九州 大分県 大分県 生存する個人 ○ ○ 第7条 三　専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供するとき。 × ×（個人

識別符

号あり）

×

45 都道府県 九州 宮崎県 宮崎県 個人 ○ ○ 第9条 (４)　専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、又は提供するとき。 × ○ ×

46 都道府県 九州 鹿児島県 鹿児島県 生存する個人 ○ △（提供） 第8条 (4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供す

るとき。

× ○ ×

47 都道府県 沖縄 沖縄県 沖縄県 生存する個人 ○ ○ 第8条 (４)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する

とき。

×（収集

のときはあ

り）

×（個人

識別符

号あり）

×

48 政令市 北海道 北海道 札幌市 生存する個人 × × × × ×

49 政令市 東北 宮城県 仙台市 個人 ○ ○ 第9条 五　専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、又は提供する場合にお

いて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

× × ×

50 政令市 首都圏 神奈川県 横浜市 個人 × × × ○ ×

51 政令市 首都圏 神奈川県 川崎市 個人 × × ○ × ×

52 政令市 首都圏 埼玉県 さいたま市 個人 × × ○ ○ ×

53 政令市 首都圏 千葉県 千葉市 生存する個人 × × × ×（個人

識別符

号あり）

×

54 政令市 首都圏 神奈川県 相模原市 個人 × × ○ ○ ×

55 政令市 北陸 新潟県 新潟市 個人 × × × × ×
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■個人情報保護条例（都道府県／政令市／中核市）

No 種類１ 種類２ 種類３ 団体名 個人情報定義 適用除

外

利用／提供 条例 条文 本人通

知

要配慮

個人情

非識別

加工
56 政令市 中部圏 愛知県 名古屋市 個人 × × × × ×

57 政令市 中部圏 静岡県 浜松市 生存する個人 ○ △（提供） 第12条 (4)　前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別

の理由があるとき。

× × ×

58 政令市 中部圏 静岡県 静岡市 生存する個人 × × × × ×

59 政令市 近畿圏 大阪府 堺市 個人 × × × × ×

60 政令市 近畿圏 大阪府 大阪市 生存する個人 ○ △（提供） 第10条 (4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供する場合において、

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

× ○ ×

61 政令市 近畿圏 兵庫県 神戸市 個人 × × × × ×

62 政令市 近畿圏 京都府 京都市 個人 × × × × ×

63 政令市 中国 広島県 広島市 個人 ○ ○ 第8条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供すると

き。

× × ×

64 政令市 中国 岡山県 岡山市 個人 × × ○ × ×

65 政令市 九州 福岡県 福岡市 個人 ○ ○ 第10条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を自ら利

用し，又は他の実施機関若しくは国等に提供するとき。

× × ×

66 政令市 九州 熊本県 熊本市 個人 × × × × ×

67 政令市 九州 福岡県 北九州市 生存する個人 ○ △（提供） 第12条 (6)　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の

理由があるとき。

× ○ ×

68 中核市 北海道 北海道 旭川市 個人 × × ○ × ×

69 中核市 北海道 北海道 函館市 個人 × × ○ × ×

70 中核市 東北 福島県 いわき市 個人 × × × × ×

71 中核市 東北 福島県 郡山市 個人 × × ○ ○ ×

72 中核市 東北 秋田県 秋田市 個人 × × × × ×

73 中核市 東北 岩手県 盛岡市 生存する個人 × × × × ×

74 中核市 東北 福島県 福島市 生存する個人 × × × ○ ×

75 中核市 東北 青森県 青森市 生存する個人 ○ △（提供） 第8条 四　前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の

理由のあるとき。

× × ×

76 中核市 東北 青森県 八戸市 個人 ○ △（提供） 第9条 (４)　前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的

のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明ら

かに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特

別の理由のあるとき。

× × ×

77 中核市 首都圏 千葉県 船橋市 個人 × × × ○ ×
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■個人情報保護条例（都道府県／政令市／中核市）

No 種類１ 種類２ 種類３ 団体名 個人情報定義 適用除

外

利用／提供 条例 条文 本人通

知

要配慮

個人情

非識別

加工
78 中核市 首都圏 埼玉県 川口市 個人 × × × ×（個人

識別符

号あり）

×

79 中核市 首都圏 埼玉県 川越市 生存する個人 ○ △（提供） 第11条 四　前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の

理由のあるとき。

× × ×

80 中核市 首都圏 東京都 八王子市 個人 × × ○ × ×

81 中核市 首都圏 栃木県 宇都宮市 個人 × × △（公

示）

× ×

82 中核市 首都圏 千葉県 柏市 個人 ○ △（提供） 第11条 (4)　前3号に掲げる場合のほか，専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき，本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の

理由のあるとき。

× × ×

83 中核市 首都圏 神奈川県 横須賀市 個人 × × ○ × ×

84 中核市 首都圏 群馬県 高崎市 個人 × × ○ ○ ×

85 中核市 首都圏 群馬県 前橋市 個人 × × ○ × ×

86 中核市 首都圏 埼玉県 越谷市 個人 × × ○ × ×

87 中核市 北陸 石川県 金沢市 個人 × × × × ×

88 中核市 北陸 富山県 富山市 個人 ○ △（提供） 第11条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× × ×

89 中核市 中部圏 愛知県 豊田市 生存する個人 ○ △（提供） 第10条 (4)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために行政文書保有個人情

報を提供するとき。

× ○ ×

90 中核市 中部圏 岐阜県 岐阜市 個人 ○ △（提供） 第10条 (7)　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的の

ために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別

の理由のあるとき。

× ○ ×

91 中核市 中部圏 愛知県 岡崎市 個人 ○ △（提供） 第8条 (4)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供すると

き。

× ○ ×

92 中核市 中部圏 長野県 長野市 個人 ○ △（提供） 第9条 (５)　前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的

のために記録個人情報を提供する必要があるとき、本人以外の者に提供す

ることが明らかに本人の利益になるときその他記録個人情報を提供することに

ついて特別な理由があるとき。

×（収集

のときはあ

り）

× ×

93 中核市 中部圏 愛知県 豊橋市 個人 ○ △（提供） 第9条 (４)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× × ×

94 中核市 近畿圏 兵庫県 姫路市 個人 × × ○ ○ ×

95 中核市 近畿圏 大阪府 東大阪 個人 × × × × ×
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96 中核市 近畿圏 兵庫県 西宮市 個人 × × ○ × ×

97 中核市 近畿圏 兵庫県 尼崎市 個人 ○ △（提供） 第8条 (4)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× × ×

98 中核市 近畿圏 大阪府 枚方市 個人 × × × ○ ×

99 中核市 近畿圏 大阪府 豊中市 個人 ○ △（提供） 第12条 (4)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。 ○ × ×

100 中核市 近畿圏 和歌山県 和歌山市 個人 × × ○ × ×

101 中核市 近畿圏 奈良県 奈良市 生存する個人 × × × ○ ×

102 中核市 近畿圏 大阪府 高槻市 個人 × × ○ × ×

103 中核市 近畿圏 滋賀県 大津市 個人 ○ × 第12条 (6)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× ○ ×

104 中核市 近畿圏 兵庫県 明石市 個人 × × × × ×

105 中核市 近畿圏 大阪府 八尾市 個人 × × × × ×

106 中核市 中国 岡山県 倉敷市 個人 × × × ○ ×

107 中核市 中国 広島県 福山市 個人 × × ○ ×（個人

識別符

号あり）

×

108 中核市 中国 山口県 下関市 生存する個人 ○ △（提供） 第6条 (5)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供する場合であって、

本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。

× ○ ×

109 中核市 中国 広島県 呉市 個人 ○ ○ 第10条 (５)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し，又は提供す

るとき。

× × ×

110 中核市 中国 島根県 松江市 個人 ○ ○ 第7条 (4)　専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合

で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

× × ×

111 中核市 中国 鳥取県 鳥取市 個人 ○ △（提供） 第8条 (6)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になると認

められるとき。

× ○ ×

112 中核市 四国 愛媛県 松山市 個人 × × × × ×

113 中核市 四国 香川県 高松市 個人 ○ △（提供） 第11条 (５)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

×（収集

のときはあ

り）

× ×

114 中核市 四国 高知県 高知市 個人 × × × ○ ×

115 中核市 九州 鹿児島県 鹿児島市 生存する個人 ○ △（提供） 第8条 (4)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供

するとき。

× × ×

116 中核市 九州 大分県 大分市 個人 × × × × ×
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117 中核市 九州 長崎県 長崎市 個人 × × × × ×

118 中核市 九州 宮崎県 宮﨑市 個人 ○ △（提供） 第8条 (７)　専ら統計の作成又は学術研究の目的のために当該個人情報を提供

するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、そ

の他当該個人情報を提供することについて特別の理由があり、かつ、本人の

権利利益を害するおそれがないと認められるとき。

× × ×

119 中核市 九州 福岡県 久留米市 個人 × × ○ × ×

120 中核市 九州 長崎県 佐世保市 個人 × × ○ × ×

121 中核市 沖縄 沖縄県 那覇市 生存する個人 × × ○ ×（個人

識別符

号あり）

×
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